
法律第六十七号（令元・一二・六） 

  ◎情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律 

 情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年法律第九十号）の一部を次のように改正す

る。 

 目次中「第三章 独立行政法人情報処理推進機構」を 

「 第三章 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等（第三十条－第三十七

条） 

 

 第四章 独立行政法人情報処理推進機構 」 

に、「第三十条－第三十七条」を「第三十八条－第四十五条」に、「第三十八条－第四十

二条」を「第四十六条－第五十条」に、「第四十三条－第四十六条」を「第五十一条－第

五十四条」に、「第四十七条－第五十条」を「第五十五条－第五十八条」に、「第四章」

を「第五章」に、「第五十一条－第五十四条」を「第五十九条－第六十三条」に改める。 

 第一条中「円滑にし」の下に「、情報処理システムの良好な状態を維持することでその

高度利用を促進し」を加え、「情報化社会の要請にこたえ」を「情報処理システムが戦略

的に利用され、及び多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図り」に改める。 

 第二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「ソフトウエア業」を「ソ

フトウェア業」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 

３ この法律において「情報処理システム」とは、電子計算機及びプログラムの集合体で

あつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。 

 第三条第四項中「きく」を「聴く」に改める。 

 第十条第一項中「この節」の下に「及び第三十三条」を加え、「第四十三条第二項」を

「第五十一条第二項」に改める。 

 第十五条に次の二項を加える。 

２ 前項の登録（以下単に「登録」という。）は、三年ごとにその更新を受けなければ、

その期間の経過によつて、その効力を失う。 

３ 前項の更新に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 

 第十七条中「第十五条の」及び「（以下単に「登録」という。）」を削り、「同条」を

「第十五条第一項」に改める。 

 第二十二条中「第四十三条第二項」を「第五十一条第二項」に改める。 

 第二十六条中「単に「講習」を「「機構の講習」という。）又はこれと同等以上の効果

を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの（同条において「特定講習」

に改める。 

 第二十八条中「講習」を「機構の講習、特定講習」に改める。 

 第二十九条第二項中「第四十三条第二項」を「第五十一条第二項」に改める。 

 第五十四条第一号中「第四十三条第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同条第二号

中「第四十五条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条を第六十三条とし、第五十



三条を第六十一条とし、同条の次に次の一条を加える。 

第六十二条 第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円

以下の過料に処する。 

 第五十二条中「第四十一条」を「第四十九条」に改め、同条を第六十条とし、第五十一

条を第五十九条とする。 

 第四章を第五章とする。 

 第三章第四節中第五十条を第五十八条とし、第四十九条を第五十七条とする。 

 第四十八条第一項中「第四十四条第一号」を「第五十二条第一号」に、「第四十三条第

一項第一号」を「第五十一条第一項第一号」に、「第四十六条第一項」を「第五十四条第

一項」に改め、同条第二項中「第四十六条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同条

を第五十六条とする。 

 第四十七条第二項中「第四十三条第一項第一号」を「第五十一条第一項第一号」に改め、

同条を第五十五条とする。 

 第四十六条第一項中「第四十三条第一項第三号」を「第五十一条第一項第三号」に、

「第三十五条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、第三章第三節中同条を第五十四条

とする。 

 第四十五条第一項中「第四十三条」を「第五十一条」に改め、同条を第五十三条とし、

第四十四条を第五十二条とする。 

 第四十三条第一項中「第三十二条」を「第四十条」に改め、同項第三号中「ソフトウエ

ア業」を「ソフトウェア業」に改め、同項第五号中「（電子計算機及びプログラムの集合

体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。）」を削り、

「評価」の下に「及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施

に必要な能力に関する評価」を加え、同項中第十四号を第十六号とし、第八号から第十三

号までを二号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の二号を加える。 

 八 各省各庁の長（財政法（昭和二十二年法律第三十四号）第二十条第二項に規定する

各省各庁の長をいう。）又は事業者（情報処理システムを設計し、開発し、又は利用

する者に限る。）の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理シ

ステムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並

びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。 

 九 認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理

に関し必要な協力を行うこと。 

 第四十三条第二項中「という。）」の下に「若しくは認定審査事務」を加え、同条を第

五十一条とする。 

 第三章第二節中第四十二条を第五十条とし、第三十八条から第四十一条までを八条ずつ

繰り下げる。 

 第三十七条第一項ただし書中「第四十六条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、第



三章第一節中同条を第四十五条とし、第三十六条を第四十四条とする。 

 第三十五条第二項中「第四十三条第一項第一号」を「第五十一条第一項第一号」に、

「第四十六条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同条を第四十三条とし、第三十四

条を第四十二条とし、第三十三条を第四十一条とする。 

 第三十二条中「確保」の下に「、情報処理システムの高度利用の促進」を加え、同条を

第四十条とし、第三十一条を第三十九条とし、第三十条を第三十八条とする。 

 第三章を第四章とする。 

 第二章の次に次の一章を加える。 

   第三章 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等 

 （情報処理システムの運用及び管理に関する指針） 

第三十条 経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において

戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持

するために必要な情報処理システムの運用及び管理（以下この章及び第五十一条第一項

第九号において単に「情報処理システムの運用及び管理」という。）に関する指針（以

下この条において単に「指針」という。）を定めるものとする。 

２ 指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 情報処理システムの運用及び管理に関する基本的事項 

 二 情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な体制の整備に関する事

項 

 三 情報処理システムの運用及び管理に係る具体的な方法に関する事項 

 四 その他情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な事項 

３ 経済産業大臣は、指針を定めるに当たつては、我が国産業における情報処理システム

の利用の状況及び情報処理技術の動向を勘案するものとする。 

４ 経済産業大臣は、指針を定めようとするときは、総務大臣その他の関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

５ 経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 経済産業大臣は、おおむね二年ごとに指針に検討を加え、必要があると認めるときは、

これを変更するものとする。 

７ 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指針の変更について準用する。 

 （基準に適合する事業者の認定） 

第三十一条 経済産業大臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところ

により、当該事業者について、前条第二項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況

が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること

の認定を行うことができる。 

 （認定の更新） 

第三十二条 前条の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつ



て、その効力を失う。 

２ 前条の規定は、前項の更新について準用する。 

 （認定に関する事務） 

第三十三条 経済産業大臣は、第三十一条の認定（前条第一項の更新を含む。）に関する

事務（申請の受付、第三十一条の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずる

ものとして経済産業省令で定めるものに限る。第五十一条第二項において「認定審査事

務」という。）を機構に行わせるものとする。 

 （報告の徴収） 

第三十四条 経済産業大臣は、第三十一条の認定を受けた事業者（以下この章及び第五十

一条第一項第九号において「認定事業者」という。）に対し、情報処理システムの運用

及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。 

 （認定の取消し） 

第三十五条 経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その

認定を取り消すことができる。 

 一 第三十一条の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 

 二 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 三 不正の手段により第三十一条の認定又は第三十二条第一項の更新を受けたとき。 

２ 経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定める

ところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知

しなければならない。 

 （助言及び指導） 

第三十六条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、情報処理システムの運用及び管理に関

する取組の適確な実施に必要な助言及び指導を行うものとする。 

 （中小企業信用保険法の特例） 

第三十七条 中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第三条第一項に規

定する普通保険（以下この条において「普通保険」という。）、同法第三条の二第一項

に規定する無担保保険（第三項において「無担保保険」という。）又は同法第三条の三

第一項に規定する特別小口保険（第三項において「特別小口保険」という。）の保険関

係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証（同法第三条第一項、第三条の二第

一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定事業者の情報処理シス

テムの運用及び管理に要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。

以下この条において同じ。）を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に

掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表

の下欄に掲げる字句とする。 

第三条第一項 保険価額の合計額が 情報処理の促進に関する法律

（昭和四十五年法律第九十



号）第三十七条第一項に規定

する情報処理システム運用・

管理関連保証（以下「情報処

理システム運用・管理関連保

証」という。）に係る保険関

係の保険価額の合計額とその

他の保険関係の保険価額の合

計額とがそれぞれ 

第三条の二第一項及び第三

条の三第一項 

保険価額の合計額が 情報処理システム運用・管理

関連保証に係る保険関係の保

険価額の合計額とその他の保

険関係の保険価額の合計額と

がそれぞれ 

第三条の二第三項及び第三

条の三第二項 

当該借入金の額のうち 情報処理システム運用・管理

関連保証及びその他の保証ご

とに、それぞれ当該借入金の

額のうち 

 当該債務者 情報処理システム運用・管理

関連保証及びその他の保証ご

とに、当該債務者 

２ 普通保険の保険関係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証に係るものにつ

いての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中

「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十（無担保保険、特別小口保険、流動資

産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、

事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十）」とあるのは、「百分の八

十」とする。 

３ 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、情報処理システム運

用・管理関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規

定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額と

する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 

 （情報処理安全確保支援士の登録の更新に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の情報処理の促進に関する法律第

十五条の登録を受けている情報処理安全確保支援士（当該登録を受けた日がこの法律の

施行の日の前日の三年前の日以前である場合に限る。）の施行の日後の最初のこの法律

による改正後の情報処理の促進に関する法律第十五条第二項の更新については、同項中

「三年ごと」とあるのは、「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和

元年法律第六十七号）の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定



める日まで」とする。 

 （罰則に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

 （印紙税法の一部改正） 

第四条 印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）の一部を次のように改正する。 

  別表第三の文書名の欄中「第四十三条第一項第三号」を「第五十一条第一項第三号」

に改める。 

 （登録免許税法の一部改正） 

第五条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一第三十二号（二十三の二）中「第十五条」を「第十五条第一項」に改め、

「の登録」の下に「（更新の登録を除く。）」を加える。 

 （中小企業等経営強化法の一部改正） 

第六条 中小企業等経営強化法（平成十一年法律第十八号）の一部を次のように改正する。 

  第七十条第二項中「第三十五条第二項」を「第四十三条第二項」に、「第四十六条第

一項」を「第五十四条第一項」に、「第四十七条第二項」を「第五十五条第二項」に、

「第四十八条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第三項中「第四十九条」を

「第五十七条」に改める。 

（財務・経済産業・内閣総理大臣署名） 


